
令和７年度 建設工事等における
入札・契約制度の改正説明会

ー 建設工事総合評価落札方式 ー

（１）「価格以外の評価項目」の改正・・・・・・・・・・・・Ｐ１～９

ー 建設関連業務総合評価落札方式 ー

（２）履行確認（履行率）の導入・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10～12

（３）実施方針（作文）の文字数制限・・・・・・・・・・・・Ｐ13～14



「価格以外の評価項目」の改正

＜建設工事＞

１



建設工事総合評価落札方式における「価格以外の評価項目」の改正について

総合評価落札方式は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本理念を踏まえ、「価格及び品質が総合的に優れた」
企業を選定するため、「価格評価点」に加え、技術力や社会性、地域性などの「価格以外の評価点」も考慮した「総合評価点」
により、応札者を評価する入札・契約制度である。

これにより、工事の品質確保、向上が図られることに加え、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、
技術と経営に優れた企業が育成されるなど、「地域の守り手」として宮城の県土づくりを担う持続可能な建設産業の形成に
寄与することが期待される。

本県では、総合評価落札方式の導入以降、建設業をとりまく環境の変化に応じて「価格以外の評価項目」を改正してきた
が、「第３次・担い手３法（令和６年度改正）」を踏まえて、担い手確保・生産性向上・地域における対応力強化の更なる促進を
図る必要があるほか、一部の評価項目は、落札者、非落札者ともに得点率が高く、応札者間での得点差が生じづらいなど
の課題が生じている。

総合評価落札方式の概要

現状、課題

労働基準法による時間外労働規制の建設業への適用開始（令和６年４月～）などの建設産業をとりまく環境の変化や
第３次・担い手３法、建設現場のオートメーション化に向けた「ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ２.０」（令和６年４月策定）などの
制度改正を背景とし、令和７年３月に策定した『第４期 みやぎ建設産業振興プラン（計画期間：Ｒ７～９年度）』も踏まえ、
若手・女性技術者の配置やＢＣＰの策定状況に関する評価項目の新設、ＩＣＴやＣＣＵＳ活用に関する評価基準の見直し
を行うほか、労働福祉に関する制度（退職金制度、労働条件の通知）の浸透状況などを踏まえ、評価項目の廃止等を行う。

改正内容

２



① 地域力の強化
「地域の守り手」として、緊急時の対応が可能な企業を適切に評価するため、ＢＣＰの
策定状況に関する評価項目を新設する。

② 担い手の確保・育成
・企業における担い手の確保・育成を促進するため、若手技術者（満45歳未満）又は

女性技術者の配置に関する評価項目を新設する。

・ＣＣＵＳの普及状況を踏まえ、事業者登録による加点を廃止するとともに、ＣＣＵＳの
活用促進に向け、『建設キャリアアップシステムの活用提案』の評価基準の見直しを行う。

③ 生産性の向上
ＩＣＴの全面的な活用を促進するため、『ＩＣＴ施工・３次元等の活用提案』の評価基準

の見直しを行う。

④ その他
・労働福祉に関する評価として、『建設業退職金共済制度の導入状況』と『退職
一時金・企業年金制度の導入状況』をそれぞれ評価していたが、企業の実情
に沿った制度を導入しやすいよう評価項目を統廃合する。

・『労働条件の明示』について、得点率を踏まえ廃止するほか、『障害者雇用状況』
について、他項目とのバランスを踏まえ配点変更する。
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宮城県建設工事事故防止優良者表彰等または
同表彰等工事の（監理）主任技術者としての実績
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1.001.000建設キャリアアップシステムの活用提案処遇改善
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×
２項目

15.0
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×
２項目

施工の手順（工程表）

施工計画等 品質管理の頻度・方法

施工上の課題に対する技術的所見

49.0049.00①価格以外の評価点（満点）
70.0070.00②価格評価点あああ（満点）

119.00119.00総合評価点あああ（①＋②）

評価項目一覧 ※「標準型（施工計画型）の場合」

建設工事総合評価落札方式における「価格以外の評価項目」の改正概要

改正のポイント

「若手技術者（満４５歳未満）又は女性技術者の配置」
評価基準評価評価点

なしー０
主任（監理）技術者として配置優良１.０

「ＢＣＰの策定状況」
評価基準評価評価点

未策定ー０
ＢＣＰ策定済良０.５

「建設キャリアアップシステムの活用提案」
評価基準（改定）評価基準（現行）評価評価点

活用なし活用なしー０
平均就業履歴蓄積率50％以上実働日数30日以上のICｶｰﾄﾞ読み取り良０.５

「ＩＣＴ施工・３次元等の活用提案」
評価基準（改定）評価基準（現行）評価評価点

活用なし又は施工プロセス２つ活用以下活用なしー０
施工プロセス ３つ活用施工プロセス １～２つ活用標準０.５
施工プロセス ４つ活用施工プロセス ３～４つ活用良１.０
施工プロセス 全て活用施工プロセス 全て活用優良２.０

※ICT施工プロセス：①3次元起工測量、②3次元設計データの作成、③ICT建設機械による施工、
④3次元出来形管理等の施工管理、⑤3次元データの納品

※就業履歴蓄積率＝計測日においてCCUSのｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰへのタッチ等により工事現場へ入場した技能者の数

／計測日において工事現場へ入場した技能者の数
平均就業履歴蓄積率は、全ての計測日における就業履歴蓄積率を平均して算定する。

新設

評価基準の見直し

新設

評価基準の見直し

３

建設産業の持続的な維持・発展に向け、担い手３法の改正や評価項目の浸透状況を踏まえ、「地域力の強化」、「担い手の確保・育成」、
「生産性の向上」を図る必要があることから、評価項目の新設や評価基準の見直しなどの改正を行うもの。

概要



BCPの策定状況【新設】

「地域の守り手」は、近年、激甚化・頻発化する自然災害等に対し、発災直後から被災調査や応急対策に対応するなど、
緊急時においても事業継続が求められることから、緊急時における対応体制を有する企業を適切に評価するため、
ＢＣＰの策定状況に関する評価項目を新設するもの。

加点措置なし

＜現 行＞ ＜改 正＞

【参考】宮城県建設産業BCPモデル

４

＜宮城県建設産業BCPモデル＞
宮城県HPトップページ > 分類から探す > しごと・産業 > 

土木・建築・不動産業 > 建設業 > 「宮城県建設産業BCPモデル」について
URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/bcpmoderu.html

＜地域建設産業災害対応力強化支援事業＞
宮城県HPトップページ > 分類から探す >しごと・産業 > 

土木・建築・不動産業 > 建設業 > 令和7年度地域建設産業災害対応力強化支援事業
URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/tiikikensetusangyousaigaitaiouryokukyouka.html

※今後、実効性を伴う評価基準への移行を検討している。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/bcpmoderu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/tiikikensetusangyousaigaitaiouryokukyouka.html


若手技術者（満４５歳未満）又は女性技術者の配置【新設】

加点措置なし

＜現 行＞ ＜改 正＞

「担い手の確保・育成」に向け、県の総合評価では、若手技術者や女性技術者を主任（監理）技術者として配置のうえ、
専任補助者を配置する場合は、専任補助者の成績・実績で配置技術者の評価を行うこととしているが、更なる「担い手
の確保・育成」の促進に向け、若手技術者、女性技術者の配置に関する評価項目を新設するもの。

※併せて、専任補助者制度における若手技術者の要件を拡大（満３５歳未満→満４５歳未満） ５

※確認資料は、社会保険の標準報酬決定通知書、監理技術者資格者証、
パスポート、運転免許証などの写しを想定しているが、これによらず
確認できる書類であれば、可能なものとする。
なお、確認資料の提出にあたっては、個人情報保護のため、氏名、
生年月日、性別、会社名以外の不要な箇所はマスキング（黒塗り）
すること。



建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の事業者登録の普及状況を踏まえ、事業者登録による加点を廃止するとともに、
ＣＣＵＳの活用促進に向け、活用提案の評価基準の見直し（底上げ）を行うもの。

建設キャリアアップシステムの活用提案【統合・評価基準の見直し】

＜現 行＞ ＜改 正＞

廃止

６
※実施イメージは次ページを参照



建設キャリアアップシステムの活用提案（改正後）の運用イメージ ※参考資料

＜平均就業履歴蓄積率の確認フロー＞

①受注者は、各月の計測完了後、計測日における「CCUSを活用した技能者数」及び「工事現場へ入場した技能者の数」を打合せ簿にて、
根拠資料（※システム出力票（「平均就業履歴蓄積率の算出」）及び入場した技能者数の分かる安全書類等を想定）と併せて、発注者に提出する。

②受注者は、最終の計測完了後、各計測日における就業履歴蓄積率の平均値を算出し、打合せ簿で発注者に提出する。

③発注者は、②で提出された最終的な平均就業履歴蓄積率を確認し、総合評価落札方式にかかる「履行率の計算・登録」に反映する。

＜就業履歴蓄積率の算定イメージ＞ ＜システム出力票＞

７

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

工期

技能者A

技能者B

技能者C

技能者D

技能者E

CCUS未活用

＜従来＞　一人の技能者が工事期間の一部だけ、CCUSを活用する場合も評価

CCUS活用(30日) ≧実働日数30日 ・・・ 評価対象 ○

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

工期

技能者A

技能者B

技能者C

技能者D

技能者E

就業履歴蓄積率＝

　計測日のCCUSを利用した技能者数
　　　　　　　／計測日における技能者数

２／５
＝40％

＜改定＞　複数の技能者が工事期間全体を通し、CCUSを活用する場合に評価

CCUS未活用

CCUS未活用

２／５
＝40％

２／５
＝40％

２／５
＝40％

３／５
＝60％

３／５
＝60％

３／５
＝60％

３／５
＝60％

３／５
＝60％

CCUSを活用

CCUSを活用

CCUSを活用

①全技能者に占めるCCUSの活用割合を月１回確認（＝就業履歴蓄積率）

↓

②各月の就業履歴蓄積率の平均を算定（＝平均就業履歴蓄積率）

=(40+40+60+60+60+60+60+40+40)/9 = 約51％ ＞ 50％ ・・・ 評価対象 ○

※契約工期が4/1～3/31の工事で、５月下旬に現場施工に着手（準備期間は含まない）し、
※３月上旬に現場施工が完了（後片付け期間は含まない）した場合、5月、３月の計測は任意。

計
測
日
設
定
は
任
意(※

)

計
測
日
設
定
は
任
意(※

)



ICT施工・３次元化等の活用提案【評価基準の見直し】

＜現 行＞ ＜改 正＞

建設現場における省人化・生産性向上のアクションプランとして国が策定した「i-Construction 2.0」や「みやぎ建設
産業振興プラン」の趣旨を踏まえ、ＩＣＴの全面的な活用を促進するため、評価基準の見直し（底上げ）を行うもの。

８



労働福祉に関する評価として、「建設業退職金共済制度の導入状況」と「退職一時金制度・企業年金制度の導入状況」
をそれぞれ評価していたが、企業の実情に沿った退職金制度を導入しやすいよう評価項目を統廃合するもの。

退職一時金制度等の導入有無【統合】

＜現 行＞ ＜改 正＞

９

改定前

元請：建退共・中退共元請：建退共・中退共元請・下請企業
の制度導入状況 下請：中退共のみ加入下請：中退共のみ加入

0.5点0.364点評価点



総合評価落札方式における
履行確認（履行率）の導入について

＜建設関連業務＞

10



履行確認（履行率）の導入

＜改定内容＞

○入札時の「実施方針」及び「技術提案」における提案内容の履行の確保と公正な評価を行うため、業務完了時に提案内容の履行状況を確認し、
受注者の責による不履行があった場合は、業務成績評定において減点する仕組みを導入。

＜改定後の運用＞

○業務完了時に「実施方針」及び「技術提案」の提案内容の履行状況を確認し、不履行がある場合は入札時の評価点と同じ点数だけ評価点を減点。

○業務完了時の履行確認結果に基づき再計算した価格以外の評価点と入札時の価格以外の評価点の割合（以下、「履行率」という）を算出し、履
行率が１００％を下回る（＝提案内容に不履行がある）場合は、当該業務の総合評定点に対して最大10点まで減点。

＜補足＞
「実施方針」及び「技術提案」のほか、入札時に申告した配置技術者を業務途中にやむを得ない事情（傷病、退職等）により変更した場合は、業務完了時に変更後の配置技術
者の実績により「技術者評価」の再評価を行い、変更前の評価を下回る項目については、変更前の評価点と同じ点数だけ評価点を減点するものとする。

▼建設関連業務成績調書考査基準（令和8年4月1日施行予定）の一部抜粋

建設関連業務成績調書考査基準で定め
る減点基準に基づき、「事故及び不適切
な事項等による減点」の箇所で減点

11



履行確認（履行率）の導入

＜シミュレーション（参考）＞

簡易型（実施方針型）において、業務途中に配置技術者を変更し、「手持ち業務数」が変更前の配置技術者の評価を下回り、かつ、実施方針「課題4 
その他」で提案した内容に不履行があった場合

履行率 ＝ （業務完了時の履行確認結果に基づき再計算した価格以外の評価点）÷（入札時の価格以外の評価点）

＝ 41.0点 ÷ 48.0点

＝ 85.4%

⇒ 建設関連業務成績調書考査基準で定める減点基準に基づき、3点減点 12

履行確認
対象項目

価格以外の評価点
評価項目評価の視点 履行確認後

（仮定）
入札時
（仮定）満点

2.02.02.0専門技術力（過去10年間の同種業務の実績）
資格・実績等

企業評価

1.01.02.0専門技術力（過去5年間の業務成績評定（同業種の平均点））
1.01.02.0専門技術力（過去5年間の業務表彰の実績）
2.02.02.0品質管理（ISO9001認証の取得）業務の品質 2.02.02.0情報収集力（過去5年間の当該業務箇所周辺での業務実績）
1.01.02.0地域貢献（過去2年間の会社としてのボランティア活動の実績）

社会的責任
2.02.02.0地域貢献（防災協定締結の有無）
0.00.02.0地域貢献（過去2年間の県内での災害時における地域貢献の実績）
2.02.02.0環境対策（ISO14001又は、みちのくEMS認証の取得）
2.02.02.0労働福祉（障害者雇用状況）
0.00.02.0働き方改革（「女性のチカラを活かす企業」認証の取得状況）
2.02.02.0本社・本店の所在箇所・年数地理的条件
0.00.00.0再委託状況業務実施体制
0.00.00.0過去１年以内の指名停止または文書警告事故及び不誠実な行為

○4.04.04.0資格要件（技術者資格等）

資格・実績等技術者評価

○4.04.04.0資格要件（技術者の継続的学習状況）
○0.00.04.0専門技術力（過去10年間の同種業務の実績）
○2.02.04.0専門技術力（過去5年間に担当した同種業務の成績（最高点））
○2.02.04.0専門技術力（過去5年間に担当した業務の表彰の実績）
○2.02.04.0情報収集力（過去5年間の当該業務箇所周辺での業務実績）

不履行02.04.0手持ち業務数専任性
○5.05.010.0課題１ 業務の目的・設計条件

実施方針 ○2.52.55.0課題２ 業務実施手順
○2.52.55.0課題３ 業務の手法

不履行05.05.0課題４ その他
41.048.077.0合計



総合評価落札方式における
実施方針（作文）の文字数制限について

＜建設関連業務＞
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＜改定後の運用＞

実施方針（作文）の文字数制限

＜改定内容＞

○「実施方針」に係る事務負担を軽減するため、各課題の記入可能文字数を最大７００字に制限。

○あわせて、基本様式に書き切れない場合に追加で記入出来ることとしている「別紙」を廃止。

現行：最大1,500字 ⇒ 改定後：最大700字

▼基本様式（課題１・３・４）

▼基本様式（課題２）

▼別紙（課題１・３）▼工程表（課題２）

現行：最大1,500字 ⇒ 改定後：最大700字

現行：最大1,500字 ⇒ 改定後：最大700字

現行：最大750字 ⇒ 改定後：最大700字

現行：最大2,000字 ⇒ 改定後：廃止
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